
地域環境・地球環境

～市民生活を豊かにする環境づくり～

川崎市

平成２７年５月７日

資料１

新たな総合計画に向けた検討

新たな総合計画の策定に向けた「重点検討テーマ」

新たな総合計画の策定にあたり、有識者会議においては、次のとおり政策体系に掲げた
「重点検討テーマ」の検討を進めている。

資料：新たな総合計画策定方針【参考資料編】

重点検討テーマ

1 「生命を守り生き生きと暮らすこと
ができるまちづくり」

（１）災害から生命を守る
地震やゲリラ豪雨などの自然災害に対して、
的確な対応を図る必要があります。

（２）身近な地域で支え合うしくみの構築
高齢化が急速に進む中、健康寿命を延伸し、
誰もが住み慣れた地域で安心して元気に暮ら
し続けることができるような自助・互助・共助・
公助のしくみづくりが求められています。

２ 「子どもを安心して育てること
ができる環境づくり」

（１）子育て環境の整備
少子化や核家族化が進む中、就労と子育て
が両立できる社会の実現に向けた総合的な子
育て環境の整備が求められています。

（２）未来を担う人材の育成
将来、夢や希望を抱き生きがいのある人生が
送れるよう、子どもの自尊意識、学ぶ意欲、人
と関わる力を高めることが求められています。

３ 「市民生活を豊かにする環境づくり」

（１）地球温暖化対策の推進と循環型のしくみの
構築
これまで進めてきた温室効果ガスの排出削
減などの「緩和策」に加えて、気候変動への
「適応策」の検討が求められています。

（２）緑豊かな環境づくり
都市化が進む中、資源やエネルギーが循環
し、水・みどり・農が身近に感じられるまちづく
りが求められています。

４ 「活力と魅力あふれる力強い都市づくり」 ５ 「誰もが生きがいを持てる
市民自治の地域づくり」（１）川崎の発展を支える産業の振興

産業集積の維持・強化を図るととも
に、成長が見込める医療・福祉・環境
等の産業育成など市内産業の振興に
力を入れることが求められています。

（２）魅力ある都市拠点の整備と快適な
交通環境づくり
今後も魅力と活力にあふれた持続可
能な都市の実現に向け、拠点機能の
さらなる充実を図るとともに、超高齢

社会を見据えた誰もが安全・安心
に暮らせるまちづくりが求められて
います。

（３）文化・芸術・スポーツを活かした
まちづくり
市民が自ら暮らすまちに愛着や
誇りが持てるよう、川崎の魅力をさ
らに磨きあげるとともに、誰もが文
化・芸術・スポーツに親しむことがで
きる環境づくりが求められています。

（１）参加と協働により市民自治を推進する
地域を支える人材の育成にあたり、今後増
加するシニア世代の経験・能力を活かすこと
や大学・企業など多様な主体と連携・協力しあ
い取組を進めていくことが求められています。

（２）区における総合行政の推進
今後も区役所のあり方の検討を進め、地域
社会を取り巻く変化に的確に対応できる区行
政を進めることが求められています。

（※点線内が今回の検討対象）
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１ 川崎市の地域環境への取組①

かつての公害問題への対応

川崎の空（1960年代）川崎の空（1960年代）

多摩川多摩川 二酸化硫黄（一般局）

BOD（多摩川田園調布取水堰（上））

多摩川（現在）多摩川（現在）

川崎市は、京浜工業地帯の中核として日本の経済成長を牽引してきた一方で、甚大な産
業公害を経験したが、市独自の取組である総量規制の導入や事業者との大気汚染防止
協定の締結などの取組とあわせ、事業者による積極的な取組や市民の環境意識の向上
により、その状況は大きく改善した。
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公害問題に取り組む過程において川崎市内には
多数の環境対策技術・ノウハウが蓄積

事業者・市民・行政が一体となった
対策による大幅な改善

川崎の空（現在）川崎の空（現在）
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１ 川崎市の地域環境への取組②

二酸化窒素(NO )の大気中濃度の推移

二酸化窒素(NO )の大気中濃度は改善傾向であり、2013年度は市内の全測定局で環境基
準を達成した。2014年度は池上測定局で再び非達成となってしまったが、環境基準が継続
的に達成されるよう更なる改善を目指している。

出典：川崎市環境局資料

【NO の1日平均値の年間98%値の経年推移（自動車排出ガス測定局）】

環境基準（評価方法）

年間における二酸化窒素の
１日平均値のうち低い方か
ら98％に相当する値が、
0.04PPm～0.06ppmのゾー
ン内、またはそれ以下

※2014年度は速報値
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近年社会的関心が高まっている微小粒子状物質（ＰＭ2.5）の本市内での大気中濃度は、
改善傾向にあったが、直近では非達成の状況にあり、更なる改善を目指している。

１ 川崎市の地域環境への取組③

微小粒子状物質（ＰＭ2.5）の大気中濃度の推移

出典：川崎市環境局資料

【環境基準】（評価方法）
1年平均値が15μg/m3以下であり、かつ、年間の1日平均値の98％値※が35μg/m3以下であること。
※98％値：年間の1日平均値の低い方から98％に相当する1日平均値。
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二酸化窒素（NO２）の環境改善に向けては、自動車環境対策を推進する。
微小粒子状物質（PM2.5）については、工場等からの粒子状物質、揮発性有機化合物（ＶＯ
Ｃ）の削減などの発生源対策を推進する。さらに、広域的な課題であることから、国や近隣
自治体と連携しながら、発生源等調査を進め、大気改善に向けた取組を推進していく。

１ 川崎市の地域環境への取組④

地域環境対策の取組

大気汚染対策の
取組

■エコ運搬制度（2010年4月から）
大気環境の改善及び地球温暖化防止のため、
市内の事業者に対し、貨物等の運搬の際に、取
引事業者に対して環境に配慮した運搬（エコ運
搬）を要請する制度（市の条例に規定）

■産業道路クリーンライン化（2013年11月から）
産業道路沿道の大気環境改善のため、低公害車
の優先使用、産業道路の迂回等の取組メニューを
設定し、事業者が可能な取組を選択実施することに
より、事業者の自主的な取組を促進

■VOC対策アドバイザー制度（2014年11月から）
PM.2.5及び光化学スモッグなどの環境改善を図る
ため、揮発性有機化合物（VOC)の削減対策として、
専門のアドバイザーを事業者に派遣する制度

VOC対策アドバイザー制度の概要

VOC排出事業者
（溶剤、塗料etc）

①アドバイザーを依頼 ②アドバイスの要請
川崎市

アドバイザー

③事業者を訪問
（測定、技術的助言）

バス側面看板による啓発

エコ運搬制度の概要

市内荷主 取引事業者運送事業者エコ運搬
して下さい！

エコドライブ、

低公害・低燃費車で
運搬します。!

要請

運 搬
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１ 川崎市の地域環境への取組⑤

ごみ収集処理体制の取組の変遷

本市では、循環型の廃棄物処理に向けてミックスペーパーやプラスチック製容器包装など
８分別９品目の分別収集体制への拡充や普通ごみの収集回数の変更など、３Ｒ（リデュー
ス・リユース・リサイクル）を基調とした取組を推進してきた。

行動計画
第１期

（平成１７年度～）
第２期

（平成２１年度～）
第３期

（平成２５～２７年度）

主な取組

３R施策の推進
・ミックスペーパーのモデル実施
　（H18.11～）
・普通ごみ収集回数の変更（週３回）
　（H19.4～）

３R施策の強化
・温暖化対策との連携
・ﾐｯｸｽﾍﾟー ﾊﾟｰの分別収集
　（全市H23.3～）
・ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製容器包装の分別収集
　（南部３区H23.3～）
・「今後のごみ焼却処理施設の整備方針」
　策定　（H23.10）
・王禅寺処理センターの稼働（H24.4～）

３R施策の発展
・プラスチック製容器包装の分別収集
　（全市H25.9～）
・普通ごみの収集回数の変更（週２回）
　（H25.9～）
・３処理センター体制の開始（H27.4～）

一般廃棄物処理基本計画（平成１７～２７年度）
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１．川崎市の地域環境への取組⑥

多種・多様なリサイクル施設の集積による市域内循環の取組

廃プラスチックアンモニア原料化施設
（昭和電工(株)）

PET to PETリサイクル施設
（ペットリファインテクノロジー (株)）

廃プラスチック高炉還元施設／廃プラ
スチック製コンクリート型枠用パネル
製造施設／廃家電リサイクル施設
（JFEグループ）

川崎ゼロ・エミッション工業団地

半径約1.5ｋｍ内

難再生古紙リサイクル施設
（三栄レギュレーター(株)）

リサイクルセメント製造施設
（(株)デイ・シイ）

本市の臨海部には、多種・多様なリサイクル施設が数多く立地しており、家庭から排出され
るミックスペーパーやプラスチック製容器包装等も市域内でリサイクルされている。
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１ 川崎市の地域環境への取組⑦

ごみ処理量の推移

近年の川崎市のごみ処理量は、人口が増加する中で着実に減少している。

特にミックスペーパーやプラスチック製容器包装の分別収集の拡充などの取組により、資
源化率も向上し、ごみ焼却量は平成１５年から１０年間で約２５％削減している。

出典：川崎市環境局資料

処
理
量
（
ｔ
）

人
口
（
人
）

＊資源化量の（）数字は
資源化率％を示す

9※ごみ排出量は、環境省の一般廃棄物処理実態調査に基づくもので、事業系資源化量は含んでいない。

１ 川崎市の地域環境への取組⑧

ごみ処理体制の変更

今年度には、ごみ焼却量が３処理センター体制へ移行可能な目安である「３７万トン」を下
回る見込みのため、これまで４つ稼働していた焼却場（処理センター）を今年４月から３つに
移行し、維持管理コストや建設コストの削減を図る。

また、引き続きごみ焼却による高効率な廃棄物発電を実施する。

市内の焼却場の配置図

３処理センター体制
（40年サイクル）のイメージ

休
止
中

３処理センター体制へ移行（平成27年度)
・橘処理センターを休止、建替し、残り３つの焼却場を稼働
・老朽化した処理センターを円滑に更新し、持続可能な
廃棄物処理体制を構築
◆維持管理や建設に係るコスト削減 （40年で約720億円）

出典：川崎市環境局資料 10

売電収入 13億3千万円
（平成26年度）

廃棄物発電量の推移

発
電
量
（
万kw

h

）
発電出力：7,500ｋｗ

発電出力：2,000ｋｗ

発電出力：12,500ｋｗ



１．川崎市の地域環境への取組⑨

地球環境にやさしい持続可能なまちの実現を目指して

分別収集の拡充などリサイクルの取組を中心に進めてきたが、今後はより一層の環境負荷
の低減に向け、２Ｒ（ﾘﾃﾞｭｰｽ（発生抑制）･ﾘﾕｰｽ（再使用））に比重をおいた取組を推進する。

また、これまでの「資源循環」の取組に加え、廃棄物発電の新たな活用法の検討など、「低
炭素」の視点等も取り入れた、統合的な取組を推進する。

 ごみの適正排出・分別の徹
底に向けた普及啓発
ICTの活用など世代に応じた
情報の発信

 出前ごみスクール、ふれあい
出張講座など環境教育・学習
の推進

◆廃棄物発電の新たな
活用法の検討

◆普及啓発・環境教育の取組

 日本初「廃棄物発電を活用
したエネルギー循環型ごみ
収集システムの実証試験」
の実施（H27秋頃（予定））

分別アプリの
作成を検討
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交換式電池を非常
用電源として活用

民間事業者と協働した取組

JFEｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ株式会社と覚書締結

要点

１９６０年代、川崎市は、甚大な産業公害を経験したが、事業者・市民・行政

が一体となった取組により、その状況は大きく改善し、現在は、その過程で多

数の環境技術を蓄積してきた。

二酸化窒素（NO２）の環境改善に向けては、自動車環境対策を推進し、微小粒

子状物質（PM2.5）については、発生源対策を推進している。さらに、広域的

な課題であることから、国や近隣自治体と連携しながら、大気改善に向けた取

組を推進していく。

廃棄物処理については、分別収集の拡充など３Ｒを基調とした取組により、人

口が増えている中でも、ごみの排出量は着実に減少しており、平成２７年度か

らは、３処理センター体制に移行するなど、効果的・効率的な体制へ改善してきた。

今後は、より一層の環境負荷の低減に向け、２Ｒ（ﾘﾃﾞｭｰｽ･ﾘﾕｰｽ）に比重をおい

た取組を進めるとともに、資源循環に加えて、廃棄物発電の新たな活用法の検

討など、低炭素の視点等も取り入れた、統合的な取組を推進する。
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２ 地球温暖化対策の取組①

世界の気温の上昇

ＩＰＣＣは、地球温暖化については疑う余地のない事実としており、気温の上昇に伴い、氷
床や氷河の減少、海面水位や海水温度の上昇などを指摘している。

今後のシナリオのうち危機的なもの（※）では、２１００年までに平均気温が２．６～４．８℃、
平均海面水位が４５～８２ｃｍ上昇する可能性が高いとしている。

出典：図で見る環境・循環型社会（Ｈ２６）（環境省）

※『ＲＣＰ８．５』‥かなり高いＣＯ２排出量が続く
シナリオ。

※今回（第５次報告）新たに代表的濃度経路（ＲＣ
Ｐ）と呼ばれる４つのシナリオが作成され、可能な
限りの地球温暖化対策を前提としたシナリオであ
るＲＣＰ２．６でも、２０８１年から２１００年におい
て、
２０世紀末ごろに比べて世界の平均地上気温が
０．３～１．７℃上昇し、世界の平均海面水位が
２６～５５ｃｍ上昇する可能性が高いとされている。

※ＩＰＣＣ‥温室効果ガスによる気候変動の見通し
や、自然や社会経済への影響、気候変動に対す
るなど、２，５００人以上の科学者が参加し、最新
の研究成果に対して評価を行っている「気候変動
に関する政府間パネル」

注：偏差の基準は1961～1990年平均
資料：ＩＰＣＣ第５次評価報告書第１作業部会報告書より環境省作成 13

２ 地球温暖化対策の取組②

環境と経済の調和と好循環を基調とした持続可能な低炭素社会を構築し、良好な環境を将来の世
代に引き継ぐ。

●市域における温室効果ガス排出量の削減に取り組むとともに、本市の特徴である優れた環境技
術を活かし地球全体での温室効果ガス排出量の削減に貢献することで、2020年度までに1990年度
の市域における温室効果ガス排出量の25％以上に相当する量の削減を目指す。
※ 国全体の中期目標に関する検討状況等を見極めながら、必要に応じて目標の改定について検討を行う。

①効果的に温室効果ガス排出量の削減が誘導される社会・経済システムを構築する。
②再生可能エネルギー源、未利用エネルギーなど、地域に存在するエネルギー資源を有効かつ効
率的に利用する。
③事業者、市民、市がそれぞれの役割に応じて削減する。
④協働の取組を推進する。
⑤地球全体での温室効果ガス排出量の削減に貢献する。
⑥ヒートアイランド対策に資する。

基本方針

川崎市地球温暖化対策推進基本計画（平成22年10月策定）

本市では、市民や事業者と協力のもと地球温暖化対策を進め、平成22年10月には地球温
暖化対策推進基本計画を策定し、取組を推進してきた。

14

東日本大震災後の状況変化等を踏まえ、エネルギーに関する取組については、３年単位で策定す
る「地球温暖化対策実施計画」に基づき「創エネ・省エネ・蓄エネの総合的な取組」として推進。

削減目標

基本理念



２ 地球温暖化対策の取組③

市民・事業者との協働の取組の推進

 市民、事業者の優れた取組の発掘と発信
「スマートライフスタイル大賞」の表彰

 市民主体の太陽光・太陽熱利用の普及促進

 地球温暖化防止活動推進員等の市民
ボランティアによる広報啓発活動

 事業者等との協働による広報イベント 川崎市地球温暖化防止活動推進センター

・市民、事業者等の協働取組の
中間支援組織として活動
・高津市民館内の情報拠点「ＣＣ
かわさき交流コーナー」運営

市民、事業者、行政が一体となって地球温暖化対策に取り組むために設置された「川崎温
暖化対策推進会議」（ＣＣ川崎エコ会議）のネットワークを中心に、各主体の協働により環境
配慮の取組を推進。

15

大師保育園
（自然とふれあう、環境保育）

株式会社 東芝
（環境一斉アクション）

第
3
回
大
賞

２ 地球温暖化対策の取組④

○見て・聞いて・触って・学べる環境学習施設

○平成23年８月開館

○所 在 地：川崎区浮島町509-1 浮島処理センター内

○開館時間：9:00～16:30(入場は16:00まで)

○休 館 日：毎週月曜日（月曜が祝日の時は翌日）

○入 場 料：無料

○定時ツアーにより展望スペースでの見学実施

エコ暮らし未来館

扇島太陽光発電所

浮島太陽光発電所

発電所名 浮島太陽光発電所 扇島太陽光発電所

所在地 川崎市川崎区浮島町 川崎市川崎区扇島

最大出力 7,000kW 13,000kW

年間発電電力量 約740万kWh （想定） 約1,370kWh （想定）

CO2排出削減量 約3,100t 約5,800t

敷地面積 11ha 23ha

モジュール枚数 約38,000枚 約64,000枚

営業運転開始 平成23年8月10日 平成23年12月19日

大規模太陽光発電所（メガソーラー）事業の推進

川崎市と東京電力株式会社の共同事業として、平成23年に稼動した首都圏最大の規模を
誇る大規模太陽光発電所は、環境学習施設を併設し、普及啓発にも貢献している。

16



２ 地球温暖化対策の取組⑤

浮島

水江

千鳥（夜光）

扇島

○風力発電所
○出力 約２千kＷ
○風車仕様 高さ約123m
（タワー部分 約80m）
○運転開始 2010年3月
○事業主体 JX日鉱日石エネ
ルギー㈱
※資源ｴﾈﾙｷﾞｰ庁補助採択

塩浜東

○家庭用燃料電池
「エネファーム」
○

川崎駅前

浜川崎駅周辺

○ネオホワイト（水和物スラリ）
蓄熱空調システム
○熱容量の大きいネオホワイト（水和
物スラリ）を利用した蓄熱式空調シ
ステムによる省エネ

○運転開始 2005年:THINK京浜ビル
2008年:川崎地下街ｱｾﾞﾘｱ

○メーカー ＪＦＥエンジニアリング㈱

○苛性ソーダ生産用
イオン交換膜
○苛性ソーダ生産用イオン
交換膜による省エネ
○生産開始 1974年
○事業主体 旭化成ケミカ
ルズ㈱

○天然ガス発電所
○出 力 約85万kＷ
○熱効率 約58%「世界最高水準」
○全体運転開始 2008年10月
○事業主体 川崎天然ガス発電㈱
（JX日鉱日石エネルギー㈱、東京
ガス㈱）

○新型シャフト炉
○溶解能力 約50万t／年
○運転開始 2008年8月
○事業主体 ＪＦＥｽﾁｰﾙ㈱

○火力発電所の蒸気を周辺企業
に供給
○供給量 約３０万トン／年
○供給開始 ２０１０年２月
○事業主体 川崎スチームネット㈱
※千鳥・夜光地区10社に供給

○コンバインドサイクル発電の導入
○敷地面積 約２８ｈａ
○１号系列
・出力 150万kＷ（1500℃級）
・熱効率 約59%(1500℃級)
「世界最高水準」
・運転開始 2009年2月

○2号系列
・出力 50万kＷ×1軸（1500℃級）

71万kＷ×2軸（1600℃級）
・熱効率 約61%(1600℃級)
「世界最高水準」

・全体運転開始(予定) 2017年度
○事業主体 東京電力㈱

○大型蓄電池及びシステムの
開発・製造
○生産
最大120万セル/年
（2012年６月）

○敷地面積 約2.9ｈａ
○事業主体 エリーパワー㈱
※公共用地を有効活用

電力供給施設

自家発電施設

扇町

○大規模太陽光発電所
○出力 20ＭＷ
○敷地面積 約34ｈａ
○パネル面積 約30ｈａ
○運転開始 2011年8月
○事業主体 東京電力㈱、川崎市
※ＰＲ施設「かわさきエコ暮らし
未来館」（2011年8月開館）

○リチウムイオン二次
電池部材（正負極添加
剤VGCF）の生産
○正負極材に添加する
導電補助材、電池の劣化を
抑制

○生産
200トン／年
○事業主体 昭和電工㈱

○地熱発電設備の生産
○蒸気タービン・発電機の製作

○地熱発電分野で世界最大級の
139MW地熱蒸気タービン・発
電機を製作・納入
○事業主体 富士電機㈱

白石

臨海部の環境技術（地球環境・エネルギー）

本市の臨海部には、地球環境やエネルギー関連の高度な環境技術が集積している。
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温室効果ガスの削減に向けて市内事業所の優れた技術・製品を認定し、発信する制度を
活用するとともに、その技術を活かした国際貢献に取り組んでいる。

２ 地球温暖化対策の取組⑥

18

市内の優れた技術の普及や国際貢献の取組

国際貢献の取組

◇川崎には優れた環境技術や製品を有する企業が多数立地。この優位性を活かして、地域経済の活性化と国際
貢献を目指している。

①「川崎市グリーン・イノベーション推進方針」を策定するとともに、経済労働局を中心に環境局
も連携して「かわさきグリーンイノベーションクラスター」を設立し取組を推進
②具体的な取組事例
・バンドン市と川崎市の都市間連携による低炭素都市形成支援事業（環境省事業）
・マレーシア国ペナン州における木質系バイオマス発電技術を通じたＪＣＭ事業（ＮＥＤＯ事業）

低ＣＯ２川崎ブランド
◇地球全体での温室効果ガス削減に貢献するため、ライフサイクル全体で
ＣＯ２削減に貢献する市内事業者の優れた技術や製品、サービス等を
ブランド認定し、表彰する制度（平成２１年度から実施）

◇平成２１年度から２６年度までの６年間で５５の製品・技術・サービスを
認定（H21～23は、低CO2川崎パイロットブランド）

川崎メカニズム認証制度

◇市内事業者の優れた環境技術が、川崎市域外で温室効果ガス排出削減に貢献する量（域外貢
献量）を、原料調達から廃棄・リサイクルまでの「ライフサイクル」の中で明らかにし、それを本市
の制度として認証し適切に評価するしくみ（平成２５年度から実施）

◇平成２５・２６年度で、１４の製品・技術を認証

≪今後の取組の方向性≫
○ 事業者意見を伺いながら、よりわかりやすく利用しやすい制度に向け再構築を図っていく予定

’14大賞 三菱化工機㈱
小型オンサイト水素製造装置



２ 地球温暖化対策の取組⑦

国は
90年度から
6.5%増加

「地球温暖化対策推進計画」に基づき、市民・事業者との協働により温室効果ガスを削減す
る取組（緩和策）を推進し、特に事業者による削減の取組により、市域内の温室効果ガス排
出量については近年、横ばいであるが、基準年度との比較では減少している。

90年度から
16.6%減少

市内温室効果ガスの排出推移

【参考】国の温室効果ガスの排出推移

市内温室効果ガスの排出推移

※二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素は
1990年、それ以外の3ガスは1995年

※二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素は
1990年、それ以外の3ガスは1995年

出典：川崎市環境局資料
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都市化が進展した本市においては、都市排熱によるヒートアイランド現象等に起因すると
考えられる気温の上昇や、真夏日や猛暑日の増加などが観測されている。本市は地球温
暖化対策推進計画に基づき、ヒートアイランド対策の取組を推進している。

２ 地球温暖化対策の取組⑧

20

本市における気温等の状況

出典：環境局資料



【基本的方向】

・ヒートアイランド現象を緩和し、市民の快適な生活の確保を目指す。

２ 地球温暖化対策の取組⑨

21

地球温暖化対策推進計画に基づくヒートアイランド対策の取組

【取組の方向性】

・計画では、「緑と水の確保」、「排熱の抑制」、「地表面被覆の改善」の３つを取組の方向性として位置付けている。

地表面被覆の改善排熱の抑制緑と水の確保

◆川崎駅東口駅前広場の再編整備

東口広場全体を環境技術のショー
ケースとし、ヒートアイランド現象の
緩和にも資する技術等（保水性舗装、
高反射屋根材など）を導入。

◆緑の保全・緑化の推進

◆打ち水の取組

◆省エネ設備の導入支援

都市排熱の減少に資する省エネ設備
などの導入を支援。

＜高効率空調＞＜燃焼機器＞

◆環境影響評価制度

省エネ対策の推進等による人工排熱
の低減などの取組を、環境配慮項目の
一つとして位置付けている。

ヒートアイランド現象等の暑熱に関する課題への対応については、地球温暖化対策の観
点からも重要であることから、引き続き計画に基づく取組を推進していく。

２ 地球温暖化対策の取組⑩

我が国における気候変動の影響

地球温暖化の影響は、我が国においても、異常気象の多発化、熱中症、感染症の発症
など様々な影響が生じており、こうした異常気象や生態系への影響を低減するための対
策（気候変動適応策）が必要となっている。

出典：
環境省資料
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２ 地球温暖化対策の取組⑪

本市は、今年夏に策定予定の国の「適応計画」を踏まえ、「新たな総合計画」や「国土強靭
化地域計画」の策定等とも連携し、整合性を図りながら、本市の気候変動適応策の基本的
な考え方や取組の方向性等について検討を進める。

緩 和 策

地球温暖化の原因となる温室効
果ガスの排出を抑制する取組
⇒【本市のこれまでの取組】

地球温暖化
対策の「車の
両輪」

適 応 策

既に起こりつつある、あるいは起こ
りうる温暖化の影響に適応できる、
自然や社会の構築に向けた取組

気候変動適応策の検討に向けて

「気候変動への適応のあり方について（報告）」（平成27年1月 気候変動適応計画のあり方検討会）

⇒国の適応計画に必要な要素や当面の課題等についてとりまとめ、中央環境審議会地球環境部会へ報告。

【役割】
・国の役割：適応の施策を推進。適応計画の策定。情報発信。各主体の取組支援。国際協力。
・地方公共団体等の役割：地方の実情やニーズに基づいた施策を実施。適応計画の策定に努める。

【対象分野】
・個別分野(７) ①農業・林業・水産業 ②水環境・水資源 ③自然生態系 ④自然災害・沿岸域 ⑤健康

⑥産業・経済活動 ⑦国民生活・都市生活
・横断的分野(４) ①情報発信と国民的認識の向上 ②推進体制の整備 ③調査・研究開発 ④国際協力

川崎の地形的な特徴などの地域特性等を踏まえながら、気候変動適応策について検討
を進めていく。検討にあたっては、関連する施策や組織が多岐にわたることから、全庁的
な体制の下で取り組んでいく。

国
の
動
向

23

要点

ＩＰＣＣは、地球温暖化については疑う余地のない事実としており、地球温

暖化対策は喫緊の課題である。

こうした中、本市は優れた環境技術等の集積や多種多様なエネルギー供給拠

点の立地、環境意識の高い市民等との協働の取組などの特徴や強みを活かし

ながら、環境と経済の調和と好循環による低炭素社会の実現をめざして、地

球温暖化対策の取組を推進している。

「川崎市地球温暖化対策推進計画」に基づき、市民・事業者との協働により

温室効果ガスを削減する取組（緩和策）を推進し、特に事業者の温室効果ガ

ス削減の取組により、市域内の温室効果ガス排出量については基準年度との

比較では減少している。（国の排出量は増加）

一方で、既に異常気象や生態系の変化など、様々な地球温暖化の影響が生じ

ていることから、こうした影響を低減するための対策（気候変動適応策）が

必要となっている。本市は、国の動向を注視しながら、地域特性などを踏ま

えた気候変動適応策の基本的な考え方等について検討を進めている。
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付属資料

環境基本計画の目指すべき環境像と６つのまちの姿

現在の環境問題は、大気汚染や廃棄物といった地域の問題だけではなく、地球温暖化や
資源エネルギーといった地球規模の問題を含んでいる。

本市では、「環境を守り 自然と調和した 活気あふれる 持続可能な市民都市 かわさき」
を目指すべき環境像に掲げ、より具体的な６つのまちの姿の実現に向けたそれぞれの取
組を通して、一体となって目指すべき環境像の実現に取り組んでいる。

付属資料

政令指定都市における一人一日当たりごみ排出量と資源化率の比較(H25実績)

本市の一人一日当たりごみ排出量は政令指定都市の中では５番目に少ない。一方、資源
化率は中位であるが、平成25年９月から実施したプラスチック製容器包装の分別収集の全
市拡大により上昇しており、今後も通年の実施により更なる上昇を見込んでいる。

出典：川崎市環境局資料

１
人
１
日
当
た
り
の
ご
み
排
出
量(

ｇ)

資
源
化
率

※平成25年度一般廃棄物処理実態調査結果に基づき、本市独自で試算（他都市比較のため、事業系
資源化量は含んでいない。）
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付属資料

政令指定都市におけるごみの有料化の状況

家庭系ごみについては９市が有料化している。事業系ごみについては全政令指定都市が
有料化しており、本市の手数料は概ね平均値に近い。

出典：川崎市環境局資料

指定
都市名

家庭系ごみ
（可燃・混合）

事業系ごみ
（搬入手数料）

実施時期 指定
都市名

家庭系ごみ
（可燃・混合）

事業系ごみ
（搬入手数料）

実施時期

家庭系 事業系 家庭系 事業系

札幌市 2円/ 20円/kg 平成21年7月 平成25年1月 名古屋市 - 20円/kg 平成16年4月

仙台市 0.9円/ 10円/kg 平成20年10月 平成15年4月 京都市 1円/ 10円/kg 平成18年10月 平成26年4月

さいたま市 - 17円/kg 平成13年5月 大阪市 - 9円/kg 平成24年4月

千葉市 0.8円/ 20円/kg 平成26年2月 平成19年4月 堺市 - 11円/kg 平成10年10月

横浜市 - 13円/kg 平成13年4月 神戸市 - 8円/kg 平成15年1月

川崎市 - 12円/kg 平成12年10月 岡山市 1円/ 13円/kg 平成21年2月 平成16年4月

相模原市 - 18円/kg 平成15年4月 広島市 - 10円/kg 平成26年4月

新潟市 1円/ 13円/kg 平成20年6月 平成20年6月 北九州市 1.1円/ 10円/kg 平成18年7月 平成16年10月

静岡市 - 10.8円/kg 平成26年4月 福岡市 1円/ 14円/kg 平成17年10月 平成27年4月

浜松市 - 12.4円/kg 平成26年4月 熊本市 0.8円/ 15円/kg 平成21年10月 平成24年4月

※手数料については、比較するため同一単位とする補正を行っている。

※実施時期は、直近の料金改定時
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付属資料

地球規模での二酸化炭素排出量削減に向けた視点

世界の二酸化炭素排出量の中で日本は３．７％を占めている。本市は日本の二酸化炭素
排出量のうちの約２％を排出している。

約1,276百万ｔ

2012年

川崎市 約２％

世界の二酸化炭素排出量に
占める川崎市の割合

約0.07%

日本の二酸化炭素排出量と
川崎市の割合

世界の二酸化炭素排出量と
日本の割合

出典：川崎市環境局資料

出典)EDMC／エネルギー・経済統計要覧2015年版

約２%
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付属資料

二酸化炭素排出量の部門別構成比を見ると、産業部門が最も高く、本市の特徴となってい
る。（転換、産業、工業プロセスの３部門で全体の４分の３）

市内部門別の二酸化炭素の内訳
（2012年度暫定値）

全国の部門別の二酸化炭素の内訳
（2012年度）

産業部門の
構成比が高い

市内部門別の二酸化炭素の内訳
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付属資料

市内部門別の二酸化炭素の排出推移

部門別の排出量の推移では、転換部門、産業部門、廃棄物部門、工業プロセス部門にお
いて基準年度である1990年度比で減少している。一方、民生部門（家庭系・業務系）及び
運輸部門では増加しており、特に民生部門の増加率が高くなっている。

40%

60%

80%

100%

120%

140%

160%

180%

200%

220%

1990年度 2000年度 2001年度 2002年度 2003年度 2004年度 2005年度 2006年度 2007年度 2008年度 2009年度 2010年度 2011年度

改定値

2012年度

暫定値

民生部門(家庭系)

民生部門(業務系)

運輸部門

廃棄物部門

産業部門

工業プロセス部門
転換部門

民生部門
が高い

市内部門別の二酸化炭素の排出推移
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“川崎らしい”エネルギーの取組の推進に向けて―川崎市エネルギー取組方針―

付属資料

東日本大震災以降のエネルギーに関する社会状況の変化等を踏まえ、本市のエネルギー
の取組に関する基本的な姿勢や取組の方向性等を明らかにするため、「川崎市エネル
ギー取組方針」を策定。（平成27年5月予定）

◆本市の特徴や強みを活かした、「“川崎らしい”エネルギーの取組」を推進
◆「めざす姿」の実現に向けた「取組の方向性」を定め、エネルギーの取組を検討・推進
◆本市の特徴や強みを活かした、「“川崎らしい”エネルギーの取組」を推進
◆「めざす姿」の実現に向けた「取組の方向性」を定め、エネルギーの取組を検討・推進

川崎市エネルギー取組方針の策定
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“川崎らしい”エネルギーの取組

◆多様な主体がエネルギーの利用につい
て、自ら考え、行動する都市

◆最先端の技術を取り入れた創エネ・省エ
ネ・蓄エネの総合的な取組を推進する都市

“川崎らしい”エネルギーの取組により「めざす姿」

①エネルギーの有効利用、将来性・経済性、災害
時対応等を見据えた主体的な取組推進

②エネルギーを
「よりクリーンな方向」へ

③エネルギーの取組を
国内外へ発信

取組の方向性

優れた環境技術・環境産業の集積 多種多様なエネルギー供給施設の立地

環境意識の高い市民等との協働の取組 見学・学習可能な環境・エネルギー関連施設の集積

本市の特徴・強み本市の特徴・強み

付属資料（第4回ラウンドテーブル資料抜粋）

（3）グリーンイノベーションの推進

①グリーンイノベーション推進の考え方

◎環境問題・エネルギー問題等への対応
○川崎における持続型社会の実現のため創エネ・省エネ・蓄エネの一層の革
新的技術の開発・普及促進が必要

◎アジアの都市などにおける環境改善
○経済成長著しいアジアの都市などでは地球温暖化に加え、公害や廃棄物処
理などの対策の推進が必要

課題

◎環境技術・産業の集積
○低炭素・公害対策・資源循環・エネルギー等に
係る環境技術・産業が集積

◎これまでの「環境」と「経済」の調和と好循環の取組
○国際環境技術展の開催などの「環境」と「経
済」の調和と好循環に向けた取組実績

本市の強みと特徴

グリーンイノベーション推進に向けた４つの柱

「環境技術・産業を活かしたサステナブル・シティの創造」

１環境技術・環境産業の振興

２優れた技術を活かす環境配慮の仕組みづくり

３ 多様な主体の協働による環境技術を活かした
まちづくり

４環境技術を活かした国際貢献の推進

○環境関連企業の新たな取組や海外展開を支援し、
地域特性を活用・発展させて、地域経済を活性化

○環境配慮の仕組みを作り、優れた技術の導入を誘導
○必要に応じて、国に規制緩和・規制改革などを要望

○優れた環境技術を市民生活や事業活動、まちづくり
に積極的に導入

○環境技術・産業の集積を活かし、国際社会に貢献

かわさきグリーンイノベーションクラスターの運営

かわさきグリーンイノベーションクラスターとは

公害の克服過程で培った行政知見・ノウハウを活用し、企業の優れた環
境技術・製品等を国内外に移転することで、川崎の産業振興と国内外の環
境改善に取り組むために企業・団体・行政等で構成するネットワーク

《機能１》 川崎市や支援機関の施策を活用するための相談窓口
・クラスター事務局によるヒアリング

・支援段階（ステップ）に応じた川崎市や支援機関の支援メニューの紹介、
担当部局・支援機関との調整

・会員企業等からの情報をホームページを通じて発信
・会員企業等に対する情報提供（専用ホームページ）

・本市をフィールドとして活用する研究開発・実証の支援

・本市に集積している環境技術・製品・サービスと行政知見・ノウハウの
パッケージ化、国内外への展開支援

《機能２》 普及・広報、情報提供

《機能３》 川崎の環境技術・ノウハウ等を活用したビジネス創出支援
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複合プラスチック製品全般へのリサイクル技術の適用が
期待されているプラスチックの油化ビジネスについて、JFE環
境（株）など４社と共同で、事業採算性確保が可能な事業モデ
ルを検討し、平成28年度からの事業化を目指しています。

付属資料（第4回ラウンドテーブル資料抜粋）

（3）グリーンイノベーションの推進

②かわさきグリーンイノベーションクラスターによる成功モデルの創出

○ 環境と産業の好循環を通じた新たな社会の形成に貢献するクラスターをめざし、単なる技術移転ではなく、
優れた技術を活かす環境配慮の仕組みづくりを支援

○ 以下のような具体的事例を積み重ねて成功モデルを創出し、そこから得られる知見・ノウハウをもとに企業等
の取組を推進

グリーンイノベーションクラスターが目指すもの

【具体的事例２】

廃プラスチック油化ビジネスの
事業化可能性調査

マレーシアペナン州では、廃棄物問題及び温室効果ガス排
出が大きな課題となっているため、(株)クレハ環境が川崎市と
連携し、木質系バイオマス発電技術のパッケージ型導入を通じた
JCM(*)実現可能性調査を実施しています。

【具体的事例１ 】

マレーシアへのバイオマス発電
技術の導入可能性調査

（*）二国間クレジット制度（Joint Crediting Mechanism）

出展：経済産業省ホームページ

優れた低炭素技術・製品の導入による途上国の温室効果ガス
排出削減・吸収への貢献を定量的に適切に評価し、日本の排出
削減目標の達成に活用
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